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牛
久
と
由
良
家
⑦

再
発
見
・
牛
久
第
二
十
六
話

牛
久
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
　
　
　
栗く
り
は
ら原

　
功
い
さ
お

　

八
幡
神
社（
東
猯
穴
町
鎮
座
）

　
―
新
田（
義
貞
）・
由
良
家
の

氏
神（
弓
矢
の
神
）と
し
て
創
建
―

　
東
猯
穴
町
地
内
に
鎮
座
し
て
い
る
八
幡
神

社
は
、
東
猯
穴
村
の
鎮ち

ん
じ
ゅ守
の
社
と
し
て
の
創

建
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
武
家
の

名
門
清
和
源
氏
・
新
田
家〈
そ
の
直
系
由
良

家
〉
の
氏
神（
弓
矢
の
神
）
と
し
て
創
建
さ
れ

た
の
だ
。

　
そ
の
由
来
は
概

お
お
む

ね
次
の
よ
う
だ
。
八
幡
太

郎
・
源
義
家
の
孫
に
あ
た
る（
義
国
の
子
）義
重

が
、上

こ
う
ず
け
の
く
に

野
国
・
新
田
庄（
現
在
の
群
馬
県
太
田
市
）

の
下
司
職
と
し
て
土
着
し
、
新
田
と
名
の
っ
た

（
義
重
の
同
族
源
頼
朝
は
鎌
倉
幕
府
を
創
設
し

た
）。
義
重
は
同
地
に
山
城
国
綴つ

つ
き喜
郡
男
山（
現

京
都
府
八
幡
市
）の
石い

わ
し
み
ず

清
水
八
幡
宮
よ
り『
八

幡
大
神
』を
分
霊
し
て
き
て
八
幡
神
社
を
造
営
、

新
田
家
の
氏
神（
弓
矢
の
神
）と
し
、
こ
れ
を

代
々
が
尊
崇
し
て
き
た
。
義
重
の
７
代
後
の
義

各時代の歴史よりこぼれ話

石
清
水
八
幡
宮

（
新
田
・
由
良
家
氏
神（
弓
矢
の
神
））

の
分
社
・
東
猯
穴
町
鎮
座
の
八
幡
神
社

―
主
た
る
神
事
弓（
流
鏑
馬
）―

　
当
八
幡
神
社
で
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
に
使
用

さ
れ
る
弓
矢
と
的
は
手
づ
く
り
で
、
弓
は
う

つ
ぎ
の
若
木
、矢
は
し
の
竹
で
作
る
。
以
前
は
、

八
幡
様
の
裏
山
に
矢
篠
が
植
え
て
あ
っ
て
、

こ
の
矢
篠
で
矢
を
作
っ
た
も
の
だ
が
、
矢
篠

が
西
大
通
り
新
設
に
さ
い
し
て
根
こ
そ
ぎ
除

去
さ
れ
た
た
め
、
普
通
の
し
の
竹
を
使
用
し

て
い
る
。
的
は
紙
と
し
の
竹
で
作
る
。

　
八
幡
神
社
が
上
野
国
の
新
田
庄
や
牛
久
城

内
に
鎮
座
し
て
い
た
当
時
の
流
鏑
馬
は
、
馬

場
が
設
け
ら
れ
、
鶴
岡
八
幡
宮（
現
鎌
倉
市

に
鎮
座
）
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
勇
壮
な
も
の

で
あ
っ
た
。
当
地
に
遷
座
さ
れ
て
か
ら
も
馬

場（
八
幡
神
社
の
前
の
土
地
の
字〈
小
字
〉
地

名
が
馬
場
）
が
設
け
ら
れ
勇
壮
に
行
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
星
移
り
年
変
る
と
、
境
内

の
両
端
に
的
を
立
て
て
、
寺
世
話
役（
八
幡

神
社
と
真
言
宗
・
自
在
院〈
明
治
初
年
廃
寺
〉

が
神
仏
習
合
で
あ
っ
た
）
が
、
矢
を
射
る
ま

ね
ご
と
を
す
る
だ
け
と
な
っ
た
。

八
幡
神
社
の
本
社

石
清
水
八
幡
宮
と
清
和
源
氏
武
士

　
石
清
水
八
幡
宮
の
祭
神
・
八
幡
大
神

（
第
15
代
応
神
天
皇〈
誉ほ

ん

だ田
別

わ
け
の
み
こ
と尊
〉）
は
清
和

源
氏
の
守
護
神
で
、
氏
神
で
あ
り
、
弓
矢
の

神
で
あ
っ
た
。

　
歴
代
天
皇
の
皇
子
・
皇
女
と
が
源

み
な
も
とと
称
し

た
の
は
17
家
あ
る
が
、
こ
れ
ら
源
氏
の
う
ち
最

も
栄
え
た
清
和
源
氏
は
、
第
56
代
清
和
天
皇

の
孫
・
経
基
が
苗
字
を『
源

み
な
も
と』を
名
の
っ
た
の
に

始
ま
る
。
経
基
よ
り
満
仲
、
頼
信
、
頼
義
と

つ
づ
き
、
頼
義
は
、
長
子
義
家
七
歳
の
と
き
、

石
清
水
八
幡
宮
で
元
服
さ
せ
、
八
幡
太
郎
と

呼
ん
だ
こ
と
は
史
上
で
広
く
知
ら
れ
る
。

貞
は
、
鎌
倉
を
攻
め
て
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
た
。

義
貞
の
九
代
後
の
由
良
国
繁
が
、
豊
臣
秀
吉

よ
り
牛
久
な
ど
の
領
主
に
任
ぜ
ら
れ
牛
久
城

に
移
っ
て
き
た
と
き
に
、
八
幡
神
社
を
新
田
の

地
か
ら
牛
久
城
の
一
郭
に
遷
祀
し
た
。
そ
の
後

八
幡
神
社
は
、
国
繁
の
孫
定
長
の
代
の
元
和

９
年（
１
６
２
３
年
）に
由
良
家
領
だ
っ
た
河
内

郡
東
猯
穴
村
に
遷
祀
さ
れ
た
の
だ
。

八
幡
神
社
の
弓
神
事
・
流や

ぶ

さ

め

鏑
馬

―
鶴
岡
八
幡
宮（
石
清
水
八
幡
宮

　
　
よ
り
分
祀
）に
見
ら
れ
る
よ
う
な

流
鏑
馬
が
行
わ
れ
て
い
た
―

　
東
猯
穴
区
区
民
に
尊
崇
さ
れ
て
い
る
八
幡

神
社
で
は
、
秋
の
例
祭
が
あ
り
、
そ
れ
は
毎

年
旧
暦
の
８
月
15
日
、
中
秋
の
名
月
の
日
に

催
さ
れ
る
。

　
神
事
と
し
て
は
、
奉
納
流
鏑
馬
と
奉
納
相

撲
が
あ
る
。

　
流
鏑
馬
は
、
弓
で
的
を
射
て
神
意
を
占

う
神
事
で
、
馬
に
乗
っ
て
行
う
流
鏑
馬
と
、

徒か

ち歩
で
行
う
歩ぶ

射し
ゃ

と
が
あ
る
。

　
神
社
の
神
域（
境
内
）な
ど
で
、
馬
を
走
ら

せ
な
が
ら
的
を
射
る
の
が
流
鏑
馬
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
資
料
に
も
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、

鎌
倉
時
代
の
武
家
社
会
で
盛
ん
に
な
っ
た
。

東猯穴小字図

流や

ぶ

さ

め

鏑
馬

（
現
在
行
わ
れ
て
い
る
矢

を
射
る
ま
ね
ご
と
）

かつては馬場において勇壮な流鏑馬が行
われていた

馬
場


